
環境整備（敷地造成）工事の開始にかかる
患者用駐車場の使用制限について（お知らせ）

外来棟東側エリアにおいて環境整備（敷地造成）工事を行います。
これに伴いまして、７月１日から１０月３１日（予定）までの間、
Ｃ・Ｄ駐車場が利用できなくなります。
Ａ駐車場およびＢ駐車場については平常通りご利用いただけます。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。
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